
令和６年8月１日現在

①基本サービス費　介護保険利用者負担額

日額（１割） 日額（２割） 日額（３割）

要介護３ 828円 1656円 2484円

要介護４ 901円 1802円 2703円

要介護５ 971円 1942円 2913円

１日 １ヶ月（３０日） １日 １ヶ月（３０日） １日 １ヶ月（３０日） 1日 １ヶ月（３０日）

３９０円 １１，７００円 ６５０円 １９，５００円 １，３６０円 ４０，８００円 １，８００円５４，０００円

８８０円 ２６，4００円 １，３７０円 ４１，１００円 １，３７０円 ４１，１００円 ２，０６６円６１，９８０円

※食費及び居住費の負担限度額について

第１段階

第４段階

③加算　介護保険利用者負担額（該当するもののみ算定します）

月額１割 月額２割 月額３割

１，３８０円 ２，７６０円 ４，１４０円

２０円 ４０円 ６０円

□　日常生活継続支援加算　 ４６単位/日 １，３８０円 ２，７６０円 ４，１４０円
職員の内介護福祉士の人数が利用者６人に対して１
人以上配置し、新規利用者の数が重度者や認知症
高齢者の割合が一定割合以上を占める場合

□　療養食加算 　　　６単位/食 ５４０円 １，０８０円 １，６２０円
医師の指示を基に管理栄養士が適切な食事の提供
を行った場合

□ 再入所時栄養連携加算　４００単位/回 ４００円 ８００円 １，２００円
利用者が入院し、経管栄養や嚥下調整食の導入など
の栄養管理になった時、施設栄養士と入院施設の管
理栄養士が連携し栄養管理を行った場合

□ 個別機能訓練加算（Ⅱ）２０単位/月

□　褥瘡マネジメント加算 　１３単位/月 １３円 ２６円 ３９円
利用者の褥瘡発生を予防する為、褥瘡の発生と関連
の強い項目を定期的に評価しその結果に基づき計画
的に管理した場合

□　栄養マネジメント強化加算　１１単位/日 ３３０円 ６６０円 ９９０円
管理栄養士が利用者毎の栄養状態や嗜好を踏まえ
た栄養計画を作成し食事の調整を行う場合

□ 個別機能訓練加算(Ⅰ）１２単位/日 ３６０円 ７２０円 １，０８０円 （Ⅰ）常勤の機能訓練指導員（看護師）等により個別
に計画を作成し生活行っている場合
（Ⅱ）厚労省への実施計画の提出と報告を定期的に
行った場合

□　安全対策体制加算　　　　　２０単位/回 ２０円 ４０円 ６０円
外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安
全対策部門を設置し、組織的に安全対策をする体制
が整備されている場合.

□　夜勤職員配置加算 ４６単位/日
人員基準+１名以上の介護・看護職員を夜間に配置
している場合

加算内容 算定根拠

□　初期加算　　　　　３０単位/日 ９００円 １，８００円 ２，７００円
入所日から起算して３０日以内の期間について算
定。３０日を超える入院後に再入所した場合も同様

第３段階① 世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額が８０万円超120万円以下か
つ、預貯金等の合計が550万円（夫婦は1,550万円）以下

第３段階②
世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額が120万円超かつ、預貯金の合
計が500万円（夫婦は1,500万円）以下

市町村民税課税世帯

※負担限度額認定は市役所へ申請が必要です。
入所者の方で所得や資産が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給され
ます。

食　費

居住費

生活保護受給者

第２段階
世帯全員が市民税非課税世帯で、本人の公的年金収入額　＋　合計所得金額が８０万円以下かつ預貯金の
合計が650万円（夫婦は1,650万円）以下

第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階

27030円 54060円 81090円

29130円 58260円 87390円

社会福祉法人　太陽の村　総合福祉施設グランビレッジ倉橋(特別養護老人ホーム)　料金表

基本利用料金

１ヶ月（３０日）１割 １ヶ月（３０日）２割 １ヶ月（３０日）３割

24840円 49680円 74520円

②食費及び居住費



100円 200円 300円

250円 500円 750円

150円 ３００円 ４５０円

１２０円 ２４０円 ３６０円

５４０円 １，０８０円 １，６２０円

１８０円 ３６０円 ５４０円

７２円/日 144円/日 216円/日

１４４円/日 288円/日 432円/日

６８０円/日 1，360円/日 2，040円/日

１，２８０円/日 2，560円/日 3，840円/日

４０円 ８０円 １２０円

５０円 １００円 １５０円

３０円 ６０円 ９０円

６０円 １２０円 １８０円

④その他費用（介護保険対象外）

実費 ※オムツ代は介護保険給付対象になっていますのでご負担の

実費 　 必要はありません。

※その他
・理美容費（カット税込2,310円/回）日用品等その他の嗜好品等入所者選定によるもの、行事費などの　

　有料サービス費等に　なります。

・電気使用料については各室に電気メーターがついておりますので実費となります（22円/ｋWｈ）

医療費

その他

※１ヶ月、３１日の場合は１日単価をプラスした金額となります。

※①③については地域区分が桜井市は７級地になる為,施設サービス費と加算により計算した単位数に10.14円
を乗じた金額の１割（又は２割、３割）が自己負担になります。

□ADL維持等加算（Ⅰ）３０単位/月
（Ⅰ）対象となる利用者の日常生活動作の機能が維
持できているかを評価し、その評価（＝ADL利得）の
平均値が「１」以上の場合
（Ⅱ）上記平均値が「２」以上の場合　　　　　　 　  　　  （Ⅱ）６０単位/月

□介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） 合計金額×１４.０%
介護職員の賃金改善及び資質向上のための計画を
策定し市町村に届出を行うとともに当該計画に基づ
き適切な措置を講じ実施した場合

□看取り介護加算（Ⅰ）
・死亡日４５日前～３１日前：７２単位/日

医師が回復の見込みがないと判断した場合、人生の
最期の時までその人らしさを維持できるようご本人や
家族の意思を尊重し医師、看護師、介護職員が連携
しながら、看取り介護計画に基づいて施設において
看取りを行う場合

・死亡日３０日前～４日：１４４単位/日

・死亡日前々日、前日：７８０単位/日

・死亡日：１，２８０単位/日

□科学的介護推進体制加算（Ⅰ)４０単位/月
（Ⅰ）入所者の既往歴、服薬情報、ADL値、栄養状
態、口腔機能、認知症など心身の状況に関わる基本
情報を活用しケア計画に反映、活用を行う。
（Ⅱ）定期的に厚労省に提出している場合　　　　　　　　　　　　 　　　　　（Ⅱ）５０単位/月

□サービス提供体制強化加算
６６０円 １，３２０円 １，８８０円

サービスの質の向上のため介護福祉士など有資格
者の割合を一定以上配置している場合

（Ⅰ）２２単位/回
（Ⅰ）介護福祉士８０％配置している場合
（Ⅱ）介護福祉士６０％以上配置している場合
（Ⅲ）介護福祉士５０％以上配置している、また
は常勤職員を７５％以上配置している場合

（Ⅱ）１８単位/回

（Ⅲ）　６単位/回

□認知症チームケア推進加算（Ⅱ）
　　　　　　　　　　　　　120単位/月

認知症の行動・心理症状の予防等に資する認知症
介護に係る専門的な研修を修了している者を1名以
上配置し、かつ、複数人の介護職員からなる認知症
の行動・心理症状に対応するチームを組んでいる。

□　口腔衛生管理加算　 ９０単位/月 ９０円 １８０円 ２７０円
歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士
が介護職員に口腔ケアに係る技術的助言と指導を年
２回以上行っている場合。

□協力医療機関連携加算　　100単位/月

相談・診療を行う体制を常時確保し、緊急時に入院を
受け入れる体制を確保している協力医療機関と連携
している場合

□退所時情報提供加算　250単位/回

医療機関へ退所する入所者等について、退所後の
医療機関に対して入所者等を紹介する際、入所者等
の同意を得て、当該入所者等の心身状況、生活歴等
を示す情報を提供した場合

□認知症チームケア推進加算（Ⅰ）
　　　　　　　　　　　　　150単位/月

認知症介護の指導に係る専門的な研修を修了してい
る者又は認知症介護に係る専門的な研修及び認知
症の行動・心理症状の予防等に資するケアプログラ
ムを含んだ研修を修了した者を1名以上配置し、か
つ、複数人の介護職員からなる認知症の行動・心理
症状に対応するチームを組んでいる。

□入院外泊時費用　　２４６単位/日 246単位/日492単位/日 738単位/日
利用者が病院等に入院を要した場合及び居宅へ外
泊を認めた場合、１ヶ月６日を限度として所定単位数
に代えて算定


